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感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の一部を改正する件   

について（概要）  

第1 新型インフルエンザ対策の充実  

新型インフルエンザウイルスが出現した際の基本的な対応方針を策定するための報告   

書が平成16年8月にまとめられ、これを踏まえて以下のように見直しを行うこととす  

る。  

1 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄又は確保  

① 適切な役割分担のもとで、国及び都道府県がその備蓄又は確保を行うこと。  

② 都道府県の予防計画に「医薬品の備蓄又は確保に関する事項」について規定すべき  

ものとすること。   

2 インフルエンザワクチンの供給のための事前準備  

① ワクチンの生産や供給が安全かつ迅速に行われるための体制の確保を実施すること。  

② 国は、ワクチンの開発支援を行うとともに、薬事法に基づく承認のための審査を迅  

速に行わせるよう配慮すること。  

‾第2 発生動向調査の充実・強化  

昨年の感染症法施行規則の改正により積極的疫学調査を行う場合を規定したことなど  

を踏まえ、以下のように見直しを行うこととする。   

1 獣医師の届出を受けた都道府県知事等は保健所等と連携して積極的疫学調査等を行  

うこと。  

2 地域における流行状況の把握及び感染源・感染経路の究明を関係機関の協力を得て進  

めていくこと。  

第3 感染症対策の広域的対応等  

1 ウエストナイル熱の国内への侵入の可能性が高まっていることから、以下のように見  

直しを行うこととする。  

蚊を介する感染症の対策（環境整備、普及啓発、発生動向調査、捕獲等）の充実を図  

ること。   

2 感染症指定医療機関の指定が進んでいないことを踏まえ、以下のように見直しを行う  

こととする。  

① 一つの病院を複数の都道府県に係る第一種感染症指定医療機関として指定できるこ  

と。  

② 一つの病院を複数の二次医療圏に係る第二種感染症指定医療機関として指定できる  

こと。   

3 感染症が発生した都道府県において、当該感染症の病原体の検査を行うことができな  

かった事例を踏まえ、以下のように見直すこととする。  

都道府県等は、近隣の都道府県等との協力体制についてあらかじめ協議しておくこと。  
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4 近年、テロを含め、危険性が極めて高い感染症の発生が危倶されていることから、以   

下のように見直しを行うこととする。  

① 都道府県等において、SARS及び痘そうについて、具体的な行勤計画を策定する  

こと。  

② 都道府県の予防計画に「緊急時における初動措置の実施体制の確立に関する事項」   

等について規定すべきものとすること。  

【適用期日】平成17年4月1日  
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